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日 程 事 件 番 号 ペ ー ジ

第１ ―

第２ ―

第３ 承認第８号 1

第４ 承認第９号 3

第５ 議案第16号 5

第６ 議案第17号 7

第７ 議案第18号 9

第８ 議案第19号 12

第９ 報 告 案 件 ―

第10 14

門真市立学校設置条例の一部改正の申出について

令和５年度教育費補正予算の見積り申出について

件　　　　　　　　　　名

本 館 ２ 階 大 会 議 室

令和６年度小学校使用教科用図書採択に係る調査員の任命に
ついて

門真市教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条第１項
第１号に係る報告

諸報告

議事日程

門真市教育委員会第５回定例会

令和５年５月26日(金)午後２時

　　

会期の決定

門真市社会教育委員の委嘱について

臨時代理による事務処理の承認について
（門真市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の委嘱
について）

会議録署名委員の指名

臨時代理による事務処理の承認について
（令和５年度門真市立小学校及び学校におけるきめ細かな指
導ができる教育環境づくりの実施に係る任期付市費負担教員
の任用について）



承認第８号 

 

臨時代理による事務処理の承認について 

（門真市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の委嘱について） 

 

門真市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和51年門真市教育委員会規則第

20号）第３条第１項の規定に基づき、門真市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会

委員の委嘱を臨時に代理したので、同条第２項の規定により報告し、教育委員会の承

認を求める。 

 

令和５年５月26日 提出 

 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平   
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氏　　名 所　　　属

令和５年度門真市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員候補者名簿
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承認第９号 

 

臨時代理による事務処理の承認について 

（令和５年度門真市立学校におけるきめ細かな指導ができる教育

環境づくりの実施に係る任期付市費負担教員の任用について） 

 

門真市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和51年門真市教育委員会規則第

20号）第３条第１項の規定に基づき、令和５年度門真市立学校におけるきめ細かな指

導ができる教育環境づくりの実施に係る任期付市費負担教員の任用に関する事務を臨

時に代理したので、同条第２項の規定により報告し、教育委員会の承認を求める。 

 

  令和５年５月26日 提出 

 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平 
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令和５年度 門真市任期付市費負担教員 配置校一覧 

 

門真市教育委員会 

 

配 置 校 教 員 名 事業名 

脇田小学校 山本 卓弥 四中校区ブランディング事業 
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議案第16号 

 

門真市立学校設置条例の一部改正の申出について 

 

 

門真市立脇田小学校及び門真市立砂子小学校を統合し門真市立水桜小学校を、設置

するにつき、教育委員会の議決を求める。 

 

令和５年５月26日 提出 

 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平   

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

義務教育学校の設置に向けて門真市立脇田小学校及び門真市立砂子小学校を統合し、

門真市立水桜小学校を設置するにつき、本案を提出するものである。 
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門真市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

門真市立学校設置条例（昭和39年条例第21号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 名称 位置   名称 位置  

 

～  略 

  ～  略  

   門真市立脇田

小学校 

門真市三ツ島６丁目２番

１号 

 

   ～  略  

   門真市立砂子

小学校 

門真市三ツ島６丁目２番

１号 

 

 門真市立門真

みらい小学校 
略 

  門真市立門真

みらい小学校 
略 

 

 門真市立水桜

小学校 

門真市三ツ島６丁目２番

１号 

  門真市立水桜

小学校 

門真市三ツ島６丁目２番

１号 

 

 ～  略   ～  略  

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第17号 

 

令和５年度教育費補正予算の見積り申出について 

 

令和５年度教育費補正予算の見積りを次のとおり門真市長に申し出るにつき、教育

委員会の議決を求める。 

 

令和５年５月26日 提出 

 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平   
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歳出

（款）教育費 （項）教育総務費

事業名１

事業名２

千円 千円

教育振興費 3,580 〇みんなで支え合う子育て環境づくり

就学援助事業

3,580

3,580

扶助費

特別支援教育就学奨励
費

令和５年度教育費補正予算見積書

目 補正額 説明
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議案第18号 

 

門真市社会教育委員の委嘱について 

 

社会教育法（昭和24年法律第207号）第15条第２項並びに門真市社会教育委員条例（昭

和39年条例第11号）第２条及び第３条の規定に基づき、門真市社会教育委員を委嘱す

るにつき、教育委員会の議決を求める。 

 

令和５年５月26日 提出 

 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平   

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

門真市社会教育委員 宮田幸四郎、満永誠一の退任に伴い、新たに門真市社会教育

委員を委嘱するにつき、本案を提出するものである。 
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大阪樟蔭女子大学教授 学識経験のある者

大阪国際大学教授 学識経験のある者

大阪大谷大学教授 学識経験のある者

大阪府立門真なみはや高等学校 学校教育の関係者

門真市立小・中学校長会 学校教育の関係者

門真市人権擁護委員 社会教育の関係者

門真市青少年指導員
家庭教育の向上に
資する活動を行う者

柳田
やなぎた

　典
のり

昭
あき

門真市社会教育委員名簿（新）

任期　令和４年８月1日～令和６年７月31日  

氏 名 所 属 団 体 等

門真市社会教育委員条例

第２条第２項における

候補者の分類

白土
しらつち

　清治
きよはる

北野
き た の

　泰
やす

男
お

木下
きのした

　みゆき

橘
たちばな

　朋
とも

伸
のぶ

萩
はぎ

原
はら

　雅
まさ

也
や

横山
よこやま

　誠
まこと
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大阪樟蔭女子大学教授 学識経験のある者

大阪国際大学教授 学識経験のある者

大阪大谷大学教授 学識経験のある者

大阪府立門真なみはや高等学校 学校教育の関係者

門真市立小・中学校長会 学校教育の関係者

門真市人権擁護委員 社会教育の関係者

門真市青少年指導員
家庭教育の向上に
資する活動を行う者

満永
みつなが

　誠一
せいいち

白土
しらつち

　清治
きよはる

北野
き た の

　泰
やす

男
お

門真市社会教育委員条例

第２条第２項における

候補者の分類

萩
はぎ

原
はら

　雅
まさ

也
や

横山
よこやま

　誠
まこと

木下
きのした

　みゆき

宮田
み や た

　幸四郎
こ し ろ う

門真市社会教育委員名簿（旧）

任期　令和４年８月1日～令和６年７月31日  

氏 名 所 属 団 体 等
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議案第19号 

 

令和６年度小学校使用教科用図書採択における調査員の任命に 

ついて 

 

 門真市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の運営に関する要綱第２条第３項の

規定に基づき、令和６年度小学校使用教科用図書採択における調査員を任命するにつ

き、教育委員会の議決を求める。 

 

  令和５年５月26日 提出 

 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平   

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

 門真市義務教育諸学校の令和６年度小学校使用教科用図書の調査及び研究を行うに

あたり、門真市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会が、門真市立義務教育諸学校

教科用図書選定委員会の運営に関する要綱第２条第３項の規定に基づき、調査員を置

くにつき、本案を提出するものである。 
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令和６年度小学校使用教科用図書の採択に係る調査員について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              任期：令和５年６月２日から令和６年３月 31 日まで 

教 科 氏 名 所 属 

国 語   

書 写   

社 会   

地 図   

算 数   

生 活   

理 科   

音 楽   

図画工作   

保 健  
 

 

家庭科   

外国語   

道 徳   
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諸　報　告

番　号 報　　告　　事　　項

１ 令和５年度学校基本調査の結果について

２ 令和６年度小学校使用教科用図書採択に係る日程について
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